
大阪市水道不正 95％超 

  

写真は毎日新聞 2 月 11 日朝刊 1 面。大阪市の行政の実態を象徴するものとして注視

したい。リードから―大阪市発注の上水道工事を巡り、関わったほぼ全ての業者が不正

な利益を得ていたことが、市関係者への取材で

明らかになった。工事で道路を堀削した後、安

全性の高い資材を埋め戻したと伝票上で偽り、

実際には安価な砕石を戻す不正が横行していた

ことが毎日新聞の報道で発覚。これを受け、市

水道局が 2012 年度以降に完成した約 1100 件の

工事を調査したところ、全体の 95％以上で不正

が確認された。 

ほぼ全ての業者が不正を認めており、市は近

く調査結果を公表し、計約 400 社を一斉に 3カ

月の指名停止処分にする方針。市の工事に参加する業者の大半を占めている。これほど

大量の指名停止は過去に例がない。市内の水道管の老朽化率は全国的にみても高く、今

後の更新工事などが滞る恐れが出てきた。 

市は 03 年度以降、水道工事で地面を掘った際の埋め戻し材に、「改良土」を使うよう

設計書に明記している。改良土は、建設工事で出た土に石灰を混ぜて水分を除去し、有

害物質が含まれていないかを確認した再生資材。掘削土の状態を調べた上で、安全性が

高い改良土を使う決まりになっている。市指定の土壌メーカーが製造している。 

実際に水道工事を担当したことがある元市職員も、「業者は改良土を使わず、砕石や

掘った土を埋めていた」と、不正に気付いていたことを取材に認めた。「職員はみんな

見て見ぬふりをしていた」と悔やむ。これまでに、改良土メーカー2 社が市に不正を指

摘。うち 1 社は 2015 年と 16 年、「自社の伝票が偽造され、改良土が使われたことにさ

れている疑いがある」と市に直接伝えたが、市は偽造について確認せず、不正は野放し

にされた。ある業界関係者は「市がきちんと調べれば、もっと早く不正は分かったはず。

ずさんだ。業者だけでなく、市職員も処分されるべき」と憤る。 

大阪市の上下水道工事を巡っては、他にも多くの不正が明らかになっている。複数の

業者は、産廃処分場の印鑑を偽造して処分場で適切に処理したように装い、大阪・関西

万博の開催地に決まった人工島・夢洲に産廃を大量に不法投棄したと証言している。一

方、下水道工事でも、市が指定した資材を使わない不正が横行している。市はこれまで

に、2012 年度からの対象工事 269 件のうち、171 件で不正を確認。110 社を指名停止処

分にし、計約 1億 6400 万円を業者に賠償請求している。 

                             (2019 年 2 月 14 日) 


